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今回のテーマ:

1. 貸付に関する上限金利

2. 自主的に税務登録を行う中小企業に対する税務恩典

今回の記事に関連する対象者:

中小企業および金融機関

貸付に関する上限金利についての省令

(2017 年 3 月 13 日付省令 Prakas No. B7-017-109 Prokor)

カンボジア国立銀行 (NBC) は管轄下の銀行および金融機関 (金融機関)に対して貸付に関する上限金利を定め、また農業

を含む中小企業への貸付をどのように運用すべきかの指針を定める省令を発行しました。この省令は、顧客が金融機関から

高い金利が課されることを防止することを目的としています。

この省令はマイクロファイナンス機関および NBC 管轄下の中小企業向け金融機関に適用されます。

金融機関は貸付の上限金利を年 18％に設定しなければなりません。この上限金利は新規貸付、条件緩和貸付、署名済又

は母印付借換貸付に適用され、2017 年 4 月 1 日より発効されます。この省令を遵守しない金融機関は銀行業及び金融業法

により、罰せられます。

自主的に税務登録を行う中小企業に対する税務恩典

(2017 年 2 月 7 日付政令 Sub-decree No. 17 ANKr.BrK)

カンボジア政府は、透明性が高くかつ公平な納税環境を整備する目的で、まだ税務登録を行っていない中小企業が、納税義

務を満たすために自主的に税務登録を行った場合に、税務恩典制度を設ける政令を発行しました。

この政令は 2017 年から 2018 年の間に自主的に税務登録を行った中小企業に税務恩典を与えるものです。

中小企業に対する税務恩典は下記の通りです。



Cambodia news brief
A periodic summary of new rulings and documents relating to
legal, tax, and investment developments in Cambodia

March 2017

1. 2017 年から 2018 年の間に自主的に租税総局 (GDT) へ登録を行う中小企業は、初めて収益を計上した年度、又は既に

収益計上を行っている場合は、税務登録を行った年度から 2 年間事業所得税が免除されます。事業所得税の免除期間中

は、当該中小企業は事業所得税の前払いやミニマム税も免除されます。

2. 事業所得税の免除期間後は、当該中小企業は税法に基づいて事業所得税やミニマム税の納税を行います。

3. この事業所得税の免除は自主的に税務登録を行う中小企業にのみ適用されます。

GDT に登録した中小企業は、上記の免除期間中であっても、期限内に事業所得税の年次申告書を税務当局に提出する必要

があります。また、税法および規則に従って、その他の税金の申告および納税を行う必要があります。GDT へ税務登録を怠っ

た場合は、税法上の妨害、犯罪行為とみなされます。

上記の関連規制のコピーが必要な場合は、以下の担当者にご連絡をお願いします。

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
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